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・工事担当課に対し、当初の前払金の請求書と保証証書を提出【受注者】   
・工事担当課に対し、中間前払金の活用予定通知書の提出【受注者】 

（中間前払金の活用予定がない場合であっても、前払金の請求をする際に提出してください。） 

契約締結【発注者・受注者】 

(※前払金を請求しない場合) (※前払金を請求する場合) 

（（（（手続手続手続手続終了終了終了終了））））    
※当初の前払金の支払を

受けていないと中間前

払金は請求できません。 「当初の前払金保証証書」の発行【保証会社】 

(※活用予定に変更が生じた場合) 

「当初の前払金」の支払【発注者】 

(※中間前払金の活用予定のない場合) (※活用予定のある場合) 

（（（（手続手続手続手続終了終了終了終了）））） 

(※活用予定のない場合) (※活用予定のある場合) 

工事担当課に対し、以下の書類を提出【受注者】 

・中間前払金の認定請求書 
・直近の状況を反映した工事工程月報 
(既に提出した月報で要件を満たす場合には提出不要です｡)  

保証会社に「当初の前払金保証」の申込み【受注者】 

(※工事工程月報等の内容に疑義のある場合) 

工事担当課に対し、追加資料を提出【受注者】 

(※疑義のない場合) 

(※要件を満たしている場合) (※要件を満たしていない場合) 

受注者に対し、中間前払金の
非認定調書を交付【発注者】 

受注者に対し、中間前払金
の認定調書を交付【発注者】 

(※再度､認定調書の交付を求める場合) 
保証会社に「中間前払金保証」の申込み【受注者】 

（中間前払金の認定調書の写しの送付が必要です。） 

「中間前払金」の支払【発注者】 

中間前払金の活用予定通知書の再提出【受注者】 

工事担当課において、中間前払金の支払要件を満たすか否かを調査【発注者】 

受注者に対し、追加資料の提出を要求【発注者】 

工事担当課に対し、中間前払金の請求書と保証証書を提出【受注者】 

「中間前払金保証証書」の発行【保証会社】 


